
新人看護職員研修事業費補助金交付要綱

平成22年８月２６日

福祉保健部医療政策課

（趣旨）

第１条 県は、看護師等の人材確保の促進に関する法律（平成４年法律第８６号）第２条

第２項に規定する病院等（以下「病院等」という。）において、主として免許取得後に

初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師（以下「新人看護職員」という。）

が基本的な臨床実践能力を獲得するための研修を実施することにより、看護の質の向上

及び早期離職防止を図るため、予算の定めるところにより、看護職員確保対策事業等実

施要綱（平成２６年４月１日付け福祉保健部医療薬務課定め）Ⅰの２の（１）の②及び

③のイの（ア）の事業を実施する県内に所在する病院等に対し補助金を交付するものと

し、その交付については、補助金等の交付に関する規則（昭和３９年宮崎県規則第４９

号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

（補助対象経費及び補助額）

第２条 前条の補助金の交付の対象となる経費は、医療機関における新人看護職員の研修

（他医療機関の新人看護職員を受け入れて研修する場合を含む。）に係る経費とする。

２ 補助額は、次の各号に掲げる方法で算出する。ただし、算出された額に千円未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

（1）許可病床数が３００床未満の病院等

ア 別表第１欄に掲げる基準額と第２欄に掲げる対象経費の実支出額とを比較して少な

い方の額と、総事業費から寄付金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方

の額に２分の１を乗じて得た額以内とする。

(2) 許可病床数が３００床以上の病院

ア 新人看護職員研修事業にあっては、別表第１欄に掲げる基準額と第２欄に掲げる対

象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他収入額を

控除した額とを比較して少ない方の額に３分の１を乗じて得た額以内とする。

イ 医療機関受入研修事業にあっては、別表第１欄に掲げる基準額と第２欄に掲げる対

象経費の実支出額とを比較して少ない方の額に２分の１を乗じて得た額以内とする。

（補助事業者）

第３条 第１条の補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たす者とする。

(1) 県税に未納がないこと。

(2) 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３２１条の４及び各市町村の条例の規定

により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等（宮崎

県内に居住している者に限る。）の個人住民税について特別徴収を実施している者又

は特別徴収を開始することを誓約した者。

(3) 第１条の補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）を実施する

主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律

第７７号）第２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という）若しくは同条第

６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）でないこと又は暴力団若しく

は暴力団員と密接な関係を有しないこと。

(4) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。



（申請書に添付すべき書類）

第４条 規則第３条第１号の事業計画書及び同条第２号の収支予算書の様式は別記様式第

１号及び別記様式第２号によるものとし、同条第４号の規定により補助金等交付申請書

に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 新人看護職員研修事業所要額調書（別記様式第３号）

(2) 研修実施体制等調書（別記様式第４号）

(3) 県税に未納がないことの証明書

(4) 第３条第２号に係る個人住民税の特別徴収実施確認書又は開始誓約書（別記様式第

５号）

(5) 第３条第３号に係る誓約書（別記様式第６号）

（補助条件）

第５条 規則第５条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合に、知事から指示

があったときは、その収入の全部又は一部を県に納付しなければならない。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後において

も善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければ

ならない。

(3) 補助事業と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。

(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で価格が単価５０万円（民間団体

にあっては３０万円）以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定

める期間を経過するまで、知事の承認を受けないで本補助金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃棄してはならない。

(5) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい

て証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業の完了の日（事業の中止又

は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間

保管しなければならない。

(6) 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金にかかる消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額報告書（別記様式第７号）により速やかに知事に報告しなければならない。

なお、補助事業を実施する者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、

一支所等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、

本所等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等

の申告内容に基づき報告を行わなければならない。

また、知事に報告しその指示があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る

仕入控除税額の全部又は一部を県に納付しなければならない。

(7) 補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行

う契約手続きの取扱いに準拠しなければならない。

（申請の取下げのできる期限）

第６条 規則第８条第１項の規定により、申請の取下げのできる期限は、補助金等の交付

決定の通知を受領した日から起算して１０日を経過した日とする。



（軽微な変更の範囲）

第７条 規則第１０条第２項ただし書の規定により知事の定める軽微な変更の範囲は、補

助対象経費の２０パーセント以内の増減とする。

（補助金交付の方法）

第８条 この補助金は、精算払により交付する。

（実績報告）

第９条 規則第１４条第１項の規定による実績報告は、補助事業実績報告書に次の書類を

添えて、事業完了の日から起算して３０日を経過した日又は補助金の交付決定のあった

年度の翌年度の４月５日のいずれか早い期日（補助事業を中止し、又は廃止した場合に

は、補助事業の中止又は廃止についての承認の通知を受理した日から起算して３０日を

経過した日）までにしなければならない。

(1) 新人看護職員研修事業所要額精算書（別記様式第８号）

(2) 収支計算書（別記様式第９号）

(3) 新人看護職員研修事業実績報告書（別記様式第１０号）

(4) 研修実績報告書（別記様式第１１号）

（書類の提出部数等）

第１０条 規則及びこの要綱の規定により知事に提出する書類の部数は、それぞれ１部と

し、その様式は、規則に定めのあるものを除き、別記に定めるところによる。

附 則

この要綱は、平成２２年８月２６日から施行し、平成２２年度の予算に係る新人看護職

員研修事業費補助金から適用する。

附 則

この要綱は、平成２３年１０月２０日から施行し、平成２３年度の予算に係る新人看護

職員研修事業費補助金から適用する。

附 則

この要綱は、平成２４年９月２８日から施行し、平成２４年度の予算に係る新人看護職

員研修事業費補助金から適用する。

附 則

この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度の予算に係る新人看護職員

研修事業費補助金から適用する。

附 則

この要綱は、令和２年４月１日から施行し、令和２年度の予算に係る新人看護職員研修

事業費補助金から適用する。

附 則

この要綱は、令和４年４月１日から施行し、令和４年度の予算に係る新人看護職員研修

事業費補助金から適用する。



別表（第２条関係）

１ 基 準 額 ２ 対 象 経 費

次の(1)から(3)により算出された額の合計額

とする。

(1) 研修経費 新人看護職員研修事業の実施に必要

ア 新人看護職員が１名のとき な研修責任者経費（謝金、人件費、

４４０千円 手当）、報償費、旅費、需用費（印

（ただし、新人保健師研修・新人助産師研修の 刷製本費、消耗品費、会議費、図書

いずれかを含む場合５８６千円、新人保健師研 購入費）、役務費（通信運搬費、雑

修・新人助産師の両方を含む場合７３２千円、 役務費）、使用料及び賃借料、備品

訪問看護ステーションにおける新人看護職員研 購入費、賃金（外部の研修参加に伴

修の場合１，０００千円とする。） う代替職員経費）

イ 新人看護職員が２名以上のとき 新人看護職員研修事業の実施に必要

６３０千円 な研修責任者経費（謝金、人件費、

（ただし、新人保健師研修・新人助産師研修の 手当）、報償費、旅費、需用費（印

いずれかを含む場合７７６千円、新人保健師研 刷製本費、消耗品費、会議費、図書

修・新人助産師の両方を含む場合９２２千円と 購入費）、役務費（通信運搬費、雑

する。） 役務費）、使用料及び賃借料、備品

購入費、賃金（外部の研修参加に伴

う代替職員経費）

(2) 教育担当者経費 新人看護職員研修事業の実施に必要

新人看護職員等５名以上の場合に５名ごと な教育担当者経費（謝金、人件費、

に 手当）

２１５千円

（注）

新人看護職員等の人数は、当該年度の４月現

在で在職している新人看護職員、新人保健師及

び新人助産師であって、それぞれの研修に参加

する人数とし、上限を７０名とする。なお、新

人看護職員研修、新人保健師研修又は新人助産

師研修の複数の研修を実施する施設において、

複数の研修に参加する者は１名として計上す

る。

(3) 医療機関受入研修事業 医療機関受入研修事業の実施に必要

ア １名から４名を受け入れる場合 な教育担当者経費（謝金、人件費、

１施設当たり １１３千円 手当）、需用費（消耗品費、印刷製

イ ５名から９名を受け入れる場合 本費、会議費、図書購入費）、役務

１施設当たり ２２６千円 費（通信運搬費、雑役務費）、使用

ウ １０名から１４名を受け入れる場合 料及び賃借料、備品購入費



１施設当たり ５６６千円

エ １５名から１９名を受け入れる場合

１施設当たり ８４９千円

オ ２０名以上受け入れる場合

１施設当たり １，１３２千円

カ 受け入れる新人看護職員数が２０名を超

える場合

１名増すごとに ４５千円

（注）

１ 医療機関受入研修事業は複数月で実施する

こと。

２ 医療機関受入研修事業における受入人数に

ついては、１人当たり年間４０時間で１人と

し、上限は３０人とする。

なお、１人４０時間に満たない場合は、複

数人で４０時間となれば１人とする。



別記
様式第１号

専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任 計

新人
看護
職員
研修

新人
保健
師研
修

新人
助産
師研
修

床 人 人 人 人 人 人 ％ ％ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 月 日

0

（注）１  「施設区分」、「設置主体」は、別添１から当てはまるものを選択すること。　

　　　２　「看護職員数」、「新人看護職員数」、「新人保健師数」、「新人助産師数」及び「研修における組織体制」は当該年度の４月末現在（見込）で記載すること。

　　　３　「看護職員数」とは、保健師・助産師・看護師・准看護師のいずれかの免許の有資格者数とし、二以上の免許を持つ者も１人として数える。

　　　４　「新人看護職員数」には、主として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師のうち、新人看護職員研修に参加する者の数を記載すること。

　　　５　「新人保健師数」には、主として保健師免許取得後に初めて保健師として就労する保健師のうち、新人保健師研修に参加する者の数を記載すること。

　　　６　「新人助産師数」には、主として助産師免許取得後に初めて助産師として就労する助産師のうち、新人助産師研修に参加する者の数を記載すること。

　　　７　「うち再掲分」には、「新人保健師数」又は「新人助産師数」のうち「新人看護職員数」にも計上した者の数を記載すること。

　　　８　「看護職員（保健師、助産師）離職率」の算出にあたっては次式による。なお、各数値は当該年度の前年度の数値を使用すること。

　　　　　　　看護職（保健師、助産師）員離職率＝看護職員（保健師、助産師）退職者数／平均看護職員（保健師、助産師）数×１００　（小数第２位を四捨五入）

※看護職員（保健師、助産師）退職者数＝その年度の４月１日から３月３１日までの間に退職した看護職員（保健師、助産師）の数

　平均看護職員（保健師、助産師）数＝（年度当初の在籍看護職員（保健師、助産師）数＋年度末の在籍看護職員（保健師、助産師）数）／２

　　　９　「新人看護職員（保健師、助産師）離職率」の算出にあたっては次式による。なお、各数値は当該年度の前年度の数値を使用すること。

　　　　　　　新人看護職員（保健師、助産師）離職率＝新人看護職員（保健師、助産師）退職者数／新人看護職員（保健師、助産師）採用者数×１００　（小数第２位を四捨五入）

※新人看護職員（保健師、助産師）退職者数＝その年度の４月１日から３月３１日の間に退職した新人看護職員（保健師、助産師）の数

　新人看護職員（保健師、助産師）採用者数＝その年度の４月１日から３月３１日の間に採用した新人看護職員（保健師、助産師）の数

　　１０　「過去の新人看護職員研修の実施状況」は、当該年度以前に新人看護職員研修ガイドライン（平成２６年度以降は新人看護職員研修ガイドライン改訂版）に沿った研修を実施していた場合に開始年度を記載すること。

　　　　　　　①平成２４年度以前　　②平成２５年度　　③平成２６年度　　④平成２７年度　　⑤平成２８年度　　⑥平成２９年度　　⑦平成３０年度　⑧令和元年度　なお、平成２１年度以前はガイドラインと同程度の研修を実施していた場合に記載すること。

　　１１　「新人看護職員を支える体制」、「研修の公開・公募方法」は、別添２から最もよく当てはまるものを選択し、「その他」を選択した場合は備考欄に体制及び方法を簡潔に記載すること。

　　１２　「研修責任者数」、「教育担当者数」及び「実地指導者数」は、兼任の場合は、兼務している役割のそれぞれで「兼任」欄の人数に含める。

　　１３　「受入予定人数」は、自施設の研修に、他の病院等から受け入れる予定の者の数とし、実人数とする。

　　１４　「実施月数」、「実施日数」は、それぞれ医療機関受入研修事業の年間実施予定月数、日数を記載すること。

医 療 機 関 受 入 研 修 事 業

備考

受入 予定 人数

実
施
月
数

実
施
日
数

研 修 の 公 開
・ 公 募 方 法

研 修 に お け る 組 織 体 制

研 修
責任者数

教 育
担当者数

実 地
指導者数

到 達
目 標
の 設
定 の
有 無

研 修
プ ロ
グ ラ
ム の
有 無

過去の
新人看
護職員
研修の
実施状

況

前年
度事
業へ
の申
請の
有無

新 人 看 護
職 員 を 支
え る 体 制

うち
再掲
分

看 護
職 員
離 職
率

新 人
看 護
職 員
離 職
率

保健
師離
職率
(再
掲)

助産
師離
職率
(再
掲)

新人
保健
師
離職
率

新人
助産
師
離職
率

新 人 看 護 職 員 研 修 事 業 事 業 計 画 書

施 設
区 分
( 選 択 )

病 院 等 名 称
設 置
主 体
( 番 号 )

医 療 法
上 の 許
可 病 床
総 数

看 護
職 員
数

新 人
看 護
職 員
数

新人
保健
師数

うち
再掲
分

新人
助産
師数



様式第２号（規則第３条関係）

医療機関等名

１　収入の部

収 入 見 込 額 備 考

円　

0

対象経費の支出予定額 積 算 内 訳

円　

（研　　修　　経　　費）

0

謝 金

人 件 費

手 当

0

消 耗 品 費

印 刷 製 本 費

会 議 費

図 書 購 入 費

0

通 信 運 搬 費

雑 役 務 費

0

（教 育 担 当 者 経 費）

0

謝 金

人 件 費

手 当

0

（医療機関受入研修事業）

0

謝 金

人 件 費

手 当

0

消 耗 品 費

印 刷 製 本 費

会 議 費

図 書 購 入 費

0

通 信 運 搬 費

雑 役 務 費

0

0
（注）

１　円単位で記入する。
２　賃金は、外部の研修参加に伴う代替職員経費に限る
３　教育担当者経費は、新人看護職員が５名以上の場合に限り計上が可能

合 計

教 育 担 当 者 経 費

教 育 担 当 者 経 費 小 計

教 育 担 当 者 経 費

需 用 費

役 務 費

使 用 料 及 び 賃 借 料

備 品 購 入 費

医 療 機 関 受 入 研 修 小 計

研 修 経 費 小 計

賃 金

研 修 責 任 者 経 費

報 償 費

旅 費

需 用 費

収　支　予　算　書

役 務 費

使 用 料 及 び 賃 借 料

備 品 購 入 費

区　　　　　　　　　　分

計

新人看護職員研修事業費補助金

医療機関等負担分

２　支出の部

区　　　　　　　　　　分



様式第３号（第３条関係）

(300床以上）

研 修 経 費
の 分

教 育 担 当 者
経 費 の 分

小 計 総 時 間 数 受 入 予 定 数 金 額

※番号記入 ※番号記入 Ａ Ｂ (Ａ－Ｂ)Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ

円 円 円 円 円 円 円 円 人 円 円 円 時間 人 円 円 円 円 円 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注）１　「施設区分」、「設置主体」は、別添１から当てはまるものを選択すること。

　　　２　「新人看護職員等数」欄には、新人看護職員等の人数を記載すること。（70名以上いる場合は、その数を記載する）

　　　　　なお、新人看護職員研修、新人保健師研修又は新人助産師研修の複数の研修を実施する施設において、複数の研修に参加する者は１名として計上する。

　　　３　「研修経費の分」欄には、研修経費の分の基準額の合計を記載すること

　　　４　「医療機関受入研修事業」の「総時間数」欄は、例えば、１回５時間の研修に３人の新人職員を受け入れて実施した場合は５×３＝１５（時間）のように考え、

　　　　予定している年間の総時間数を記載すること。

　　　５　「受入予定数」欄は総時間数４０時間につき１名と考え、３０名を上限とすること。なお、時間数に４０時間未満の端数が生じた場合は切り捨てること。

　　　６　Ｈ欄には、Ｄ欄の金額とＦ欄の金額とを比較して少ない方の額と、Ｃ欄を比較して少ない方の額を記入すること。

　　　７　Ｉ欄には、Ｅ欄の金額とＧ欄の金額とを比較して少ない方の額を記入すること。

　　　８　Ｊ欄には、病床数が３００床未満の病院等はＨとＩとの合計に１／２を乗じた額を、３００床以上の病院はＨに１／３を乗じた額とＩに１／２を乗じた額の合計を記入すること。

　（１，０００円未満の端数切り捨て）

新人看護職員研
修事業

医療機関受入研
修事業

新 人
看 護
職 員
等 数

新 人 看 護 職 員 研 修 事 業 所 要 額 調 書

総　事　業　費 対 象 経 費 の 支 出 予 定 額 基 準 額

施　設
区　分

病 院 等 名
設 置
主 体
( 番 号 )

計
新人看護職員研

修事業の分
医療機関受入研

修事業の分

　　　　　新人看護職員等の人数は当該年度の４月末日（見込）に在職している、新人看護職員、新人保健師及び新人助産師であって、それぞれの研修に参加する人数とする。

新 人 看 護 職 員 研 修 事 業 の 分
医 療 機 関 受 入
研 修 事 業 の 分

計
選定額のうち研
修・教育担当者
経 費 相 当 額

選定額のうち医
療機関受入研修
経 費 相 当 額

県 補 助
所 要 額

寄 付 金
そ の 他 の
収 入 額

差 引 額 計



研 修 経 費
の 分

教 育 担 当 者
経 費 の 分

金 額 金 額 総 時 間 数 金 額

※番号記入 ※番号記入 Ａ Ｂ (Ａ－Ｂ)Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

円 円 円 円 人 円 円 時間 人 円 円 円 円 

0 0 0 0 0 0 0

（注）１　「施設区分」、「設置主体」は、別添１から当てはまるものを選択すること。

　　　２　「新人看護職員等数」欄には、新人看護職員等の人数を記載すること。（70名以上いる場合は、その数を記載する）

　　　　　なお、新人看護職員研修、新人保健師研修又は新人助産師研修の複数の研修を実施する施設において、複数の研修に参加する者は１名として計上する。

　　　３　「研修経費の分」欄には、研修経費の分の基準額の合計を記載すること

　　　４　「医療機関受入研修事業」の「総時間数」欄は、例えば、１回５時間の研修に３人の新人職員を受け入れて実施した場合は５×３＝１５（時間）のように考え、

　　　　予定している年間の総時間数を記載すること。

　　　５　「受入予定数」欄は総時間数４０時間につき１名と考え、３０名を上限とすること。なお、時間数に４０時間未満の端数が生じた場合は切り捨てること。

　　　６　Ｆ欄には、Ｄ欄の金額とＥ欄の金額とを比較して少ない方の額と、Ｃ欄を比較して少ない方の額を記入すること。

　　　７　Ｇ欄には、Ｆ欄の金額の２分の１の額を記入すること。（１，０００円未満の端数切り捨て）

　　　　　新人看護職員等の人数は当該年度の４月末日（見込）に在職している、新人看護職員、新人保健師及び新人助産師であって、それぞれの研修に参加する人数とする。

寄 付 金
そ の 他 の
収 入 額

差 引 額
対 象 経 費
の 支 出
予 定 額

新 人
看 護
職 員
等 数

医 療 機 関 受 入
研 修 事 業 の 分

計

様式第３号（第３条関係）
(300床未満）

新 人 看 護 職 員 研 修 事 業 所 要 額 調 書

基 準 額

施　設
区　分

病 院 等 名
設 置
主 体
( 番 号 )

総 事 業 費

受 入
予 定 数

選 定 額
県 補 助
基 本 額



様式第４号（第３条関係）

医療機関名
１　新人看護職員名簿

番号 氏　　　名 免許取得年月日 備　　　考

２　研修責任者
番号 氏　　　名 役　　　　職 備　　　考

３　教育担当者
番号 氏　　　名 役　　　　職 備　　　考

４　研修計画

（人） （人）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

※４月１日から３月３１日までの研修を記載すること。
※記入欄が不足する場合は、適宜追加すること。

研　　修　　実　　施　　体　　制　　等　　調　　書

番号

参加予
定人数

うち他施設
受入予定
人　　　数 備考

研修実施日
(実施時間数）

内容 講師・担当者名 場　　所



様式第５号（第３条関係） 

 

特別徴収実施確認・開始誓約書 

 

                                                       令和 年 月 日 

 

                                         住  所 

 

                                         法 人 名 

 

                                         代表者名               

 

チェック欄（いずれかに該当する項目にチェックを入れてください。） 

１ 領収証書の写し添付 

  □ 当事業所は、現在     市（町・村）の特別徴収義務者の指定を受け、従業

員等の個人住民税について、特別徴収を実施し納付しています。 

                      → ６か月以内の領収証書の写しを添付してください。 

 

 

 

６か月以内の領収証書の写しを添付してください。 

 

 

 

２ 添付する領収証書の写しがない場合等 

(1) 特別徴収実施確認 

  □ 当事業所は、現在     市（町・村）の特別徴収義務者の指定を受け、従業

員等の個人住民税について、特別徴収を実施しています。 

                      → 確認印を受けてください。 

 

      上記市町村の特別徴収義務者指定番号：  

                                        ※ 各事業所で事前に記入しておいてください。 

(2) 特別徴収義務がない 

  □ 当事業所は、特別徴収義務のない事業所です。 

                      → 確認印を受けてください。 

 

(3) 開始誓約 

  □ 当事業所は、    年  月から、従業員等の 

個人住民税について特別徴収を開始することを誓約 

します。 

   つきましては、特別徴収税額の決定通知書を当 

社（者）あてに送付してください。 

                      → 確認印を受けてください。 

 

市（町・村）確認印 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第３条関係） 

 

                                                      令和 年 月 日 

 

 宮崎県知事        殿 

 

                                         住  所 

 

                                         法 人 名 

 

                                         代表者名               

 

                                           生年月日   年  月  日（性別）  

 

誓  約  書 

 

 

 私は、令和 年度新人看護職員研修事業費補助金交付申請を行うに当たり、次の事項

について誓約します。 

 

 

 ※チェック欄（誓約の場合、□にチェックを入れてください。） 

□  自己及び本事業実施主体の構成員・役員等は、次のアからウまでのいずれにも該

当するものではありません。また、事業実施主体の運営に対し、次のアからウまでの

いずれの関与もありません。 

 

  ア 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。） 

  イ 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。） 

 ウ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者



 

様式第７号（第５条関係） 

                                          番        号 

                                                                      年  月  日 

 

 

  宮 崎 県 知 事  殿 

 

 

 

                                          補助事業者名  

 

 

         年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書 

 

 

   年  月  日第   号で交付決定を受けた新人看護職員研修事業費補助金について、交付

決定に付された条件に基づき、下記のとおり報告する。 

 

 

記 

 

 １ 施設の名称 

 

 ２ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）第１５条  

  の規定による確定額又は事業実績報告による精算額 

                                                 金          円 

 

 ３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額   

  （要返納相当額） 

                                                    金          円  

 

 ４ 添付書類 

      ３の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の積算内訳等 

 

 

 

 

 

 



様式第８号（第９条関係）

（300床以上）

研 修 経 費
の 分

教 育 担 当 者
経 費 の 分

小 計 総 時 間 数 受入実績数 金 額

※番号記入 ※番号記入 Ａ Ｂ (Ａ－Ｂ)Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 　Ｉ 　Ｊ

円 円 円 円 円 円 円 円 人 円 円 円 時間 人 円 円 円 円 円 円 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

（注）１　「施設区分」、「設置主体」は、別添１から当てはまるものを選択すること。

　　　２　「新人看護職員等数」欄には、新人看護職員等の人数を記載すること。（70名以上いる場合は、その数を記載する）

　　　　　なお、新人看護職員研修、新人保健師研修又は新人助産師研修の複数の研修を実施した施設において、複数の研修に参加した者は１名として計上する。

　　　３　「研修経費の分」欄には、研修経費の分の基準額の合計を記載すること。

　　　４　「医療機関受入研修事業」の「総時間数」欄は、例えば、１回５時間の研修に３人の新人職員を受け入れて実施した場合は５×３＝１５（時間）のように考え、

　　　　実施した年間の総時間数を記載すること。

　　　５　「受入実績数」欄は総時間数４０時間につき１名と考え、３０名を上限とすること。なお、時間数に４０時間未満の端数が生じた場合は切り捨てること。

　　　６　Ｆ欄には、Ｄ欄の金額とＥ欄の金額とを比較して少ない方の額と、Ｃ欄を比較して少ない方の額を記入すること。

　　　７　Ｈ欄には、医療法上の許可病床数が３００床以上の病院はＦに１／３を乗じた額とＧに１／２を乗じた額の合計を記入すること。

　（１，０００円未満の端数切り捨て）

医療機関受入研
修事業の分

寄 付 金
そ の 他 の
収 入 額

差 引 額 計
施　設
区　分

病 院 等 名
設 置
主 体
( 番 号 )

計
新人看護職員研
修事業の分

　　　　　新人看護職員等の人数は当該年度の４月末現在で在職している、新人看護職員、新人保健師及び新人助産師であって、それぞれの研修に参加した人数とする。

補 助 所 要 額

新 人 看 護 職 員 研 修 事 業 所 要 額 精 算 書

交 付 確 定 額交付決定済額

総　事　業　費 対 象 経 費 の 支 出 予 定 額 基 準 額

計
新人看護職員研

修事業
医療機関受入研

修事業

新 人
看 護
職 員
等 数

新 人 看 護 職 員 研 修 事 業 の 分
医 療 機 関 受 入
研 修 事 業 の 分

選定額のうち研
修・教育担当者
経 費 相 当 額

選定額のうち医
療機関受入研修
経 費 相 当 額



様式第８号（第９条関係） （300床未満）

研 修 経 費
の 分

教 育 担 当 者
経 費 の 分

金 額 金 額 総 時 間 数 受入実績数 金 額

※番号記入 ※番号記入 Ａ Ｂ (Ａ－Ｂ)　Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ 　Ｉ

円 円 円 円 人 円 円 時間 人 円 円 円 円 円 円 

0 0 0 0 0 0 0 0

（注）１　「施設区分」、「設置主体」は、別添１から当てはまるものを選択すること。

　　　２　「新人看護職員等数」欄には、新人看護職員等の人数を記載すること。（70名以上いる場合は、その数を記載する）

　　　　　なお、新人看護職員研修、新人保健師研修又は新人助産師研修の複数の研修を実施した施設において、複数の研修に参加した者は１名として計上する。

　　　３　「研修経費の分」欄には、研修経費の分の基準額の合計を記載すること。

　　　４　「医療機関受入研修事業」の「総時間数」欄は、例えば、１回５時間の研修に３人の新人職員を受け入れて実施した場合は５×３＝１５（時間）のように考え、

　　　　実施した年間の総時間数を記載すること。

　　　５　「受入実績数」欄は総時間数４０時間につき１名と考え、３０名を上限とすること。なお、時間数に４０時間未満の端数が生じた場合は切り捨てること。

　　　６　Ｆ欄には、Ｄ欄の金額とＥ欄の金額とを比較して少ない方の額と、Ｃ欄を比較して少ない方の額を記入すること。

　　　７　Ｇ欄には、Ｆ欄の金額の２分の１の額を記入すること。（１，０００円未満の端数切り捨て）

新 人 看 護 職 員 研 修 事 業 所 要 額 精 算 書

基 準 額

医 療 機 関 受 入
研 修 事 業 の 分

計 選 定 額 補 助 所 要 額 交 付 決 定 済額 交 付 確 定 額
対 象 経 費
の 実 支 出 額

新 人
看 護
職 員
等 数

施　設
区　分

病 院 等 名
設 置
主 体
( 番 号 )

総 事 業 費
寄 付 金
そ の 他 の
収 入 額

差 引 額

　　　　　新人看護職員等の人数は当該年度の４月末現在で在職している、新人看護職員、新人保健師及び新人助産師であって、それぞれの研修に参加した人数とする。



様式第９号（第９条関係）

医療機関等名

１　収入の部

実 収 入 額 備 考

円　

0

対 象 経 費 の 実 支 出 額 積 算 内 訳

円　

（研　　修　　経　　費）

0

謝 金

人 件 費

手 当

0

消 耗 品 費

印 刷 製 本 費

会 議 費

図 書 購 入 費

0

通 信 運 搬 費

雑 役 務 費

0

（教 育 担 当 者 経 費）

0

謝 金

人 件 費

手 当

0

（医療機関受入研修事業）

0

謝 金

人 件 費

手 当

0

消 耗 品 費

印 刷 製 本 費

会 議 費

図 書 購 入 費

0

通 信 運 搬 費

雑 役 務 費

0

0
（注）

１　円単位で記入する。
２　賃金は、外部の研修参加に伴う代替職員経費に限る
３　教育担当者経費は、新人看護職員が５名以上の場合に限り計上が可能

研 修 経 費 小 計

教 育 担 当 者 経 費

教 育 担 当 者 経 費 小 計

合 計

教 育 担 当 者 経 費

需 用 費

役 務 費

使 用 料 及 び 賃 借 料

備 品 購 入 費

医 療 機 関 受 入 研 修 小 計

旅 費

需 用 費

役 務 費

使 用 料 及 び 賃 借 料

備 品 購 入 費

２　支出の部

区　　　　　　　　　　分

賃 金

研 修 責 任 者 経 費

報 償 費

収　支　計　算　書

区　　　　　　　　　　分

新人看護職員研修事業費補助金

医療機関等負担分

計



様式第１０号（第９条関係） 1/2 2/2

新 　 人　　看　　護　　職　　員　　研　　修　　事　　業　　実　　績　　報　　告　　書

専任 兼任 専任 兼任 専任 兼任

床 人 人 人 人 人 人 ％ ％ ％ ％ ％ ％ 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 人 月 日

0 0 0

（注）１　「施設区分」、「設置主体」は、別添１から当てはまるものを選択すること。 （注）
　　　２　「看護職員数」、「新人看護職員数」及び「研修における組織体制」は当該年度の４月末現在で記載すること。 　　１１　「新人看護職員を支える体制」、「研修の公開・公募方法」は、別添２から最もよく当てはまるものを選択し、「その他」を選択した場合は備考欄に体制及び方法を

　　　３　「看護職員数」とは、保健師・助産師・看護師・准看護師のいずれかの免許の有資格者数とし、二以上の免許を持つ者も一人として数える。 　　　　　簡潔に記載すること。

　　　４　「新人看護職員数」には、主として免許取得後に初めて就労する保健師、助産師、看護師及び准看護師のうち、新人看護職員研修に参加した者の数を記載すること。 　　１２　「研修責任者数」、「教育担当者数」及び「実地指導者数」は、兼任の場合は、兼務している役割のそれぞれで「兼任」欄の人数に含める。

　　　５　「新人保健師数」には、主として保健師免許取得後に初めて保健師として就労する保健師のうち、新人保健師研修に参加した者の数を記載すること。 　　１３　「修了者数」は、研修プログラムの全課程を修了し、評価を終えた新人看護職員数とする。

　　　６　「新人助産師数」には、主として助産師免許取得後に初めて助産師として就労する助産師のうち、新人助産師研修に参加した者の数を記載すること。 　　１４　「受入予定人数」は、自施設の新人看護職員（保健師、助産師）研修に、他の病院等から受け入れを予定していた新人看護職員（保健師、助産師）数とし、実人数とする。

　　　７　「うち再掲分」には、「新人保健師数」又は「新人助産師数」のうち、「新人看護職員数」にも計上した者の数を記載すること。 　　１５　「受入実績人数」は、自施設の新人看護職員（保健師、助産師）研修に、他の病院等から実際に受け入れた新人看護職員（保健師、助産師）数とし、実人数とする。

　　　８　「看護職員（保健師、助産師）離職率」の算出にあたっては次式による。 　　１６　「受入職員の所属施設」には、所属施設ごとに受入職員の数を記載すること。
　　　　　　　看護職員（保健師、助産師）離職率＝看護職員（保健師、助産師）退職者数／平均看護職員（保健師、助産師）数×１００　（小数第２位を四捨五入） 　　１７　「実施月数」、「実施日数」は、それぞれ医療機関受入研修事業の年間実施月数、日数を記載すること。

　　　　　　※看護職員（保健師、助産師）退職者数＝その年度の４月１日から３月３１日の間に退職した看護職員（保健師、助産師）の数
　　　　　　　平均看護職員（保健師、助産師）数＝（年度当初の在籍看護職員（保健師、助産師）数＋年度末の在籍看護職員（保健師、助産師）数）／２

　　　９　「新人看護職員（保健師、助産師）離職率」の算出にあたっては次式による。
　　　　　　　新人看護職員（保健師、助産師）離職率＝新人看護職員（保健師、助産師）退職者数／新人看護職員（保健師、助産師）採用者数×１００　（小数第２位を四捨五入）

　　　　　　※新人看護職員（保健師、助産師）退職者数＝その年度の４月１日から３月３１日の間に退職した新人看護職員（保健師、助産師）の数
　　　　　　　新人看護職員（保健師、助産師）採用者数＝その年度の４月１日から３月３１日の間に採用した新人看護職員（保健師、助産師）の数

　　１０　「過去の新人看護職員研修の実施状況」は、当該年度以前に新人看護職員研修ガイドライン（平成２６年度以降は新人看護職員研修ガイドライン改訂版）に沿った研修と
　　同程度の研修を実施していた場合に開始年度を記載すること。
  　 なお、平成２１年度以前はガイドラインと同程度の研修を実施していた場合に記載すること。

過去
の新
人看
護職
員研
修の
実施
状況

施
設
区
分

病 院 等 名 称

設
置
主
体

医療法
上の許
可病床
総 数

看 護
職 員
数

新 人
看 護
職 員
数

備考

新 人
看 護
職 員
を 支
え る
体 制

研修における組織体制
到 達
目 標
の 設
定 の
有 無

研 修
プ ロ
グ ラ
ム の
有 無

研 修
責任者数

教 育
担当者数

実 地
指導者数

指定
訪問
看護
事業
所

診療
所

助産
所

介護
老人
保健
施設

到 達
目 標
に 対
す る
評 価
の

有 無

研 修
修 了
者 数

医療機関受入研修事業

助産
所

介護
老人
保健
施設

指定
訪問
看護
事業
所

その
他

受入
予定
人数

受入
実績
人数

受入職員の所属施設

病院

指定
訪問
看護
事業
所

その
他

診療
所

助産
所

介護
老人
保健
施設

新 人
保 健
師 数

う ち
再 掲
分

新 人
助 産
師 数

う ち
再 掲
分

看護
職員
離職
率

保健
師離
職率
(再
掲)

助産
師離
職率
(再
掲)

新人
看護
職員
離職
率

新人
保健
師離
職率

新人
助産
師離
職率

研修の公開
・公募方法

新人看護職員研修 新人保健師研修 新人助産師研修

実施
月数

実施
日数

受入
予定
人数

受入
実績
人数

受入職員の所属施設

病院
その
他

受入
予定
人数

受入
実績
人数

受入職員の所属施設

病院
診療
所



様式第１１号（第９条関係）

医療機関名

研修実績

（人） （人）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

　　月　　　日
（　　　時間）

※４月１日から３月３１日までの研修を記載すること。
※記入欄が不足する場合は、適宜追加すること。

研　　修　　実　　績　　報　　告　　書

番号
研修実施日

(実施時間数）
内容 講師・担当者名 場　　所

参加者数
うち他施設
受入実績 備考


